
【開設日３ヶ月以前】

○ ○

【開設日２～３ヶ月以前】

○ ○

○ ○

○ ○

【開設日１ヶ月以前】 各種規定等の内容協議
○ ○

○ ○

現地調査の実施（※建物竣工後、必要に応じて）
○ ○

○ ○

設置届受理通知
○ ○

入居者募集
●

有料老人ホーム設置届に係る事務フロー図

事務処理の流れ 設置予定者 介護保険課 宮崎市関係機関等

有料老人ホーム設置に関する相談
（届出・関係法令等の確認、事前確認票の交付）

関係課へ確認
事前確認票の作成

施設所在地の用途地域の確認（都市計画課）
※調整区域の場合、開発許可等について、確認（開発審査課）
開発事業における埋蔵文化財の事務手続き（文化財課）

※「宮崎市有料老人ホーム設
置運営指導指針」等に基づく
施設・設備設計、各種運営規
定等の作成を行うこと

施設の整備・設計に関する協議・設計書の補正

建築確認・用途変更手続き（建築行政課）
消防法に係る設備運営基準の確認（消防局）

集団給食施設、旅館業法の確認（市保健所保健衛生課）

設置届提出 老人福祉法に基づく設置届提出

設置届について必要に応じて照会の実施
（開発審査課※調整区域の場合）

（建築行政課）
（市保健所保健衛生課）

（消防局）

【施設開設】


